
広
島
県
告
示
第
七
百
三
号 

 
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
っ
て
、
化
学
的
酸

素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
削
減
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 
 
 

化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
削
減
計
画 

 

こ
の
総
量
削
減
計
画
は
、
生
活
排
水
対
策
、
産
業
排
水
対
策
及
び
そ
の
他
の
汚
濁
発
生
源
対
策
等
を
通
じ

て
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
及
び
り
ん
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
り
、
広
島
県
域
に
お
け
る
瀬

戸
内
海
の
水
質
環
境
基
準
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
途
と
し
て
策
定
す
る
。 

 

こ
の
計
画
に
お
い
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
四
条
の
三
等
の
規

定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
「
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有

量
に
係
る
総
量
削
減
基
本
方
針
（
瀬
戸
内
海
）
」
に
定
め
ら
れ
た
削
減
目
標
量
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

計
画
対
象
区
域
は
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
は
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
の
う
ち
広
島
県
の
区
域
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含

有
量
に
つ
い
て
は
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
二
第
三
号
ト

に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。 

一 

削
減
の
目
標 

 
 

平
成
二
十
一
年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
発
生
源
別
の
削
減
目
標
量
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て 

 
 

表
一 

発
生
源
別
の
削
減
目
標
量 

区

分 

削

減

目

標

量

（

ト

ン

／

日

）

（
参
考
） 

平
成
一
六
年
度
に
お
け
る
量
（
ト
ン
／
日
）

生

活

排

水 

二
三 

二
四 

産

業

排

水 

三
四 

三
四 

そ

の

他 
 

七 
 

七 

合

計 

六
四 

六
五 

 
 

備
考 

「
そ
の
他
」
と
は
、
畜
産
、
農
地
、
山
林
等
自
然
由
来
の
負
荷
量
を
い
う
。 

２ 

窒
素
含
有
量
に
つ
い
て 

 
 

表
二 

発
生
源
別
の
削
減
目
標
量 

区

分 

削

減

目

標

量

（

ト

ン

／

日

）

（
参
考
） 

平
成
一
六
年
度
に
お
け
る
量
（
ト
ン
／
日
） 

生

活

排

水 

一
四 

一
四 

産

業

排

水 

一
二 

一
二 

そ

の

他 

一
七 

一
八 

合

計 

四
三 

四
四 

 
 

備
考 

「
そ
の
他
」
と
は
、
畜
産
、
養
殖
、
農
地
、
山
林
等
自
然
由
来
の
負
荷
量
を
い
う
。 



３ 

り
ん
含
有
量
に
つ
い
て 

 
 

表
三 

発
生
源
別
の
削
減
目
標
量 

区

分 

削

減

目

標

量

（

ト

ン

／

日

）

（
参
考
） 

平
成
一
六
年
度
に
お
け
る
量
（
ト
ン
／
日
） 

生

活

排

水 
 
 
 
 
 

一
・
一 

 
 
 
 
 
 
 

一
・
一 

産

業

排

水 
 
 
 
 
 

〇
・
八 

 
 
 
 
 
 
 

〇
・
八 

そ

の

他 
 
 
 
 
 

〇
・
六 

 
 
 
 
 
 
 

〇
・
七 

合

計 
 
 
 
 
 

二
・
五 

 
 
 
 
 
 
 

二
・
六 

 
 

備
考 

「
そ
の
他
」
と
は
、
畜
産
、
養
殖
、
農
地
、
山
林
等
自
然
由
来
の
負
荷
量
を
い
う
。 

二 

削
減
目
標
量
の
達
成
の
た
め
の
方
途 

 

１ 

生
活
排
水
対
策 

 
 

瀬
戸
内
海
に
流
入
す
る
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
た
め
に
は
、
工
場
・
事
業
場
排
水
は
も
と
よ
り
、

都
市
化
に
伴
い
汚
濁
負
荷
量
の
増
加
し
て
い
る
生
活
排
水
を
効
率
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
た
め
、
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
、
下
水
道
、
浄
化
槽
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
漁
業
集
落
排
水

施
設
等
の
生
活
排
水
処
理
施
設
及
び
し
尿
処
理
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
排
水
処
理
の
高

度
化
及
び
適
正
な
維
持
管
理
の
徹
底
を
促
進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
生
活
排
水
対
策
の
計
画
的
な
推
進

に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

㈠ 

下
水
道
の
整
備
等 

 
 
 

下
水
道
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
策
定
）
と

の
整
合
を
図
り
つ
つ
、
広
島
県
汚
水
適
正
処
理
構
想
に
基
づ
き
整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
水
洗

化
の
促
進
等
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

ま
た
、
下
水
道
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
は
、
維
持
管
理
の
徹
底
等
に
よ
り
放
流
水
質
の
安
定
化
及

び
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
高
度
処
理
の
導
入
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

さ
ら
に
、
合
流
式
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
に
改
善
を
促
進
す
る
。 

 
 
 

表
四 

下
水
道
整
備
計
画 

 

年 

度 

行
政
人
口
（
千
人
） 

処
理
人
口
（
千
人
） 

備 
 
 
 

考 

二
五 

二
、
八
〇
三 

二
、
〇
四
六 

広
島
県
汚
水
適
正
処
理
構

想
目
標
（
全
県
域
） 

（
二
一
） 

（
二
、
七
四
三
） 

（
一
、
九
一
二
） 

指
定
地
域
分
推
計
値 

 
 

㈡ 

そ
の
他
の
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備 

 
 
 

浄
化
槽
（
合
併
処
理
浄
化
槽
）
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
及
び
浄
化
槽
市
町
村
整
備

推
進
事
業
の
活
用
等
に
よ
り
、
そ
の
整
備
、
促
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

ま
た
、
規
模
の
大
き
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
開
発
事
業
に
関
す
る
技
術
的
指
導
基
準
に
基
づ
き
、

高
度
処
理
の
導
入
を
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
（
合
併
処
理
浄
化
槽
）
へ
の
転
換
促
進
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

 
 
 

農
業
集
落
排
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
農
業
振
興
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
整
備
、
促
進
を
図
る
も
の



と
す
る
。 

 
 
 

漁
業
集
落
排
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
漁
港
背
後
の
漁
業
集
落
に
お
い
て
、
そ
の
整
備
、
促
進
を
図

る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
市
町
の
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
基
づ
き
、
そ
の
整

備
、
促
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

な
お
、
浄
化
槽
及
び
既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第

四
十
三
号
）
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
、
広
島
県
浄
化
槽
取
扱
指
導
要

綱
等
に
基
づ
き
、
適
正
な
設
置
並
び
に
定
期
検
査
及
び
保
守
点
検
・
清
掃
の
徹
底
等
適
正
な
維
持
管

理
の
実
施
に
よ
り
、
排
水
水
質
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

㈢ 

し
尿
処
理
施
設
の
整
備 

 
 
 

し
尿
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
市
町
の
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
基
づ
き
、
既
設
施
設
の
老
朽
化

や
計
画
収
集
量
の
推
移
に
適
切
に
対
応
し
た
整
備
と
と
も
に
、
高
度
処
理
の
導
入
及
び
処
理
施
設
の

維
持
管
理
の
徹
底
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
排
水
水
質
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

㈣ 

一
般
家
庭
に
お
け
る
生
活
排
水
対
策 

 
 
 

一
般
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
に
よ
る
汚
濁
負
荷
量
を
削
減
す
る
た
め
、
水
質
汚
濁
防
止
法
及
び
広

島
県
生
活
排
水
浄
化
対
策
推
進
要
綱
に
基
づ
き
、
市
町
と
協
力
し
、
家
庭
で
で
き
る
雑
排
水
対
策
に

つ
い
て
の
普
及
、
啓
発
を
行
う
。 

 
 
 

特
に
対
策
が
必
要
な
河
川
流
域
と
し
て
「
生
活
排
水
対
策
重
点
地
域
」
に
指
定
さ
れ
た
地
域
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
市
町
等
と
連
携
し
、
計
画
的
な
生
活
排
水
対
策
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

産
業
排
水
対
策 

 

㈠ 

指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
対
策 

 
 

⑴ 

総
量
規
制
基
準
の
設
定 

 
 
 
 
 

指
定
地
域
内
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
排
水
水
質
の
実
態
、
排
水
処
理
技
術
の
水
準
、
汚
濁
負
荷

量
の
削
減
の
た
め
に
採
ら
れ
た
措
置
等
を
勘
案
し
、
適
切
な
総
量
規
制
基
準
を
定
め
、
そ
の
遵
守

を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

な
お
、
新
設
及
び
増
設
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
既
設
の
施
設
に
比
べ
、
よ
り
高
度
な
排
水
処

理
技
術
の
導
入
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
特
別
の
総
量
規
制
基
準
を
設
定
し
、
汚
濁
負
荷

量
の
削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

ま
た
、
総
量
規
制
基
準
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
た
「
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て

の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
」
（
平
成
十
八
年
環

境
省
告
示
第
百
三
十
四
号
）
、
「
窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他

の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
」
（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
三
十
五
号
）
及
び
「
り

ん
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範

囲
」
（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
三
十
六
号
）
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
、
排
水
量
規
模
の

別
、
業
種
等
の
実
態
を
考
慮
し
て
適
切
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

⑵ 

汚
濁
負
荷
量
削
減
へ
の
自
主
的
取
組
の
促
進 



 
 
 
 
 

指
定
地
域
内
事
業
場
の
既
設
の
施
設
に
つ
い
て
も
、
原
材
料
や
生
産
工
程
の
見
直
し
、
新
た
な

排
水
処
理
技
術
の
導
入
等
の
自
主
的
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図

る
も
の
と
す
る
。 

 

㈡ 

総
量
規
制
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
事
業
場
等
に
対
す
る
対
策 

 
 
 

総
量
規
制
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
工
場
・
事
業
場
の
う
ち
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
条
例
第
六
十
九
号
）
及
び
広
島

県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
広
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
排
水
規
制
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
立
入
検
査
、
水
質
検
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、
排
水
処
理

施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
の
徹
底
等
に
よ
り
汚
濁
負
荷
量
を
削
減
す
る
よ
う
指
導
す
る
。 

 
 
 

そ
の
他
の
事
業
場
等
に
つ
い
て
は
、
排
水
の
特
性
等
の
実
態
の
把
握
に
努
め
、
広
島
県
小
規
模
事

業
場
排
水
浄
化
対
策
推
進
要
領
に
基
づ
い
た
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図

る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

そ
の
他
の
汚
濁
発
生
源
に
係
る
対
策 

 
 
 

そ
の
他
の
汚
濁
発
生
源
か
ら
の
排
水
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
生
形
態
に
応
じ
た
き
め
細
か
な

対
策
の
普
及
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈠ 

農
地
か
ら
の
負
荷
削
減
対
策 

 
 
 

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
号
）
、

広
島
県
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
導
入
指
針
等
の
活
用
に
よ
り
化
学
肥
料
の
施
用
量
の
低
減

等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
農
地
に
由
来
す
る
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈡ 

畜
産
排
水
対
策 

 
 

 

畜
産
排
水
に
つ
い
て
は
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
広
島
県
環
境
保
全
型
畜
産
確
立
基
本
方
針
等
に
基
づ
き
、
汚

水
等
の
実
態
を
把
握
し
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
適
正
処
理
及
び
利
用
技
術
の
普
及
等
に
よ
り
、
汚
濁
負

荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈢ 

養
殖
漁
場
の
改
善 

 
 
 

養
殖
漁
場
の
環
境
改
善
を
図
る
た
め
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
一

号
）
、
広
島
県
魚
類
養
殖
指
針
等
に
基
づ
き
、
給
餌
量
の
低
減
、
汚
濁
負
荷
の
少
な
い
飼
餌
料
の
使

用
の
促
進
及
び
放
養
密
度
な
ど
に
つ
い
て
十
分
留
意
し
、
養
殖
漁
場
の
環
境
管
理
の
適
正
化
を
促
進

す
る
と
と
も
に
、
漁
場
内
の
水
質
及
び
底
質
の
改
善
を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
な

措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

普
及
、
啓
発
等 

 
 
 

本
計
画
を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
関
係
市
町
、
環
境
保
全
団
体
、
事
業
者
及
び
県
民

の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
環
境
学
習
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
紙
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
、
あ
る
い
は
環
境
月
間
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
月
間
の
事
業
等
を
通
じ
て
、
水
質
保

全
意
識
の
普
及
、
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

そ
の
他
汚
濁
負
荷
量
の
総
量
の
削
減
に
関
し
必
要
な
事
項 



 
 

㈠ 

水
質
浄
化
事
業
の
推
進 

 
 
 

⑴ 

河
川
・
水
路
の
浄
化
施
設
整
備 

 
 
 
 
 

水
質
汚
濁
の
進
ん
だ
河
川
・
水
路
等
の
水
質
を
改
善
す
る
た
め
、
浄
化
施
設
の
整
備
を
図
る
も

の
と
す
る
。 

 
 
 

⑵ 

底
質
改
善
事
業
の
推
進 

 
 
 
 
 

底
質
汚
泥
に
よ
る
水
質
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
、
河
川
及
び
海
域
等
に
お
い
て
、
必
要
に
応

じ
、
汚
泥
の
除
去
の
た
め
の
し
ゅ
ん
せ
つ
、
覆
砂
事
業
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈡ 

藻
場
、
干
潟
等
の
造
成
・
保
全 

 
 
 

生
態
系
に
配
慮
し
、
藻
場
及
び
干
潟
の
造
成
・
保
全
等
を
盛
り
込
ん
だ
事
業
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
環
境
調
査
の
実
施
等
に
よ
り
、
生
態
系
の
面
か
ら
の
海
域
環
境
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈢ 

監
視
体
制
の
整
備
等 

 
 
 

総
量
規
制
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
、
公
共
用
水
域
の
水
質
汚
濁
の
状
況
及
び
汚
濁
負
荷
量
の

削
減
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
有
効
か
つ
適
切
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 
 

こ
の
た
め
、
河
川
の
水
質
監
視
、
指
定
地
域
内
事
業
場
に
対
す
る
立
入
検
査
の
実
施
及
び
そ
の
他

の
発
生
源
に
対
す
る
指
導
等
に
よ
り
、
負
荷
量
を
削
減
す
る
よ
う
推
進
し
、
工
場
・
事
業
場
に
対
す

る
水
質
汚
濁
監
視
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
効
果
的
な
監
視
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

ま
た
、
工
場
・
事
業
場
か
ら
の
発
生
負
荷
量
の
管
理
業
務
や
公
共
用
水
域
の
水
質
監
視
業
務
に
伴

う
デ
ー
タ
整
理
及
び
解
析
機
能
の
質
的
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈣ 

調
査
研
究
の
推
進 

 
 
 

本
計
画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
引
き
続
き
必
要
な
調
査
研
究
の
拡
充
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

㈤ 

助
成
措
置
等 

 
 
 

本
計
画
を
円
滑
か
つ
着
実
に
遂
行
す
る
た
め
、
県
と
市
町
は
、
相
互
に
連
携
を
図
り
、
排
水
処
理

施
設
の
設
置
等
に
対
す
る
必
要
な
助
成
措
置
等
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

特
に
、
中
小
企
業
者
の
排
水
処
理
施
設
の
設
置
、
改
善
等
に
対
す
る
資
金
の
助
成
及
び
技
術
指
導

に
努
め
、
水
質
汚
濁
防
止
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

 


